
はる訪問介護日常生活支援料金表（訪問時間帯午前９時～午後６時）　　　令和６年6月改正

生活援助のみ行う場合
20分～45分未満の場合 １，９１５円/回 １９１円/回 ３８３円/回 ５７４円/回

生活援助のみ行う場合
45分以上場合 ２，３５４円/回 ２３５円/回 ４７０円/回 ７０６円/回

☆介護職員処遇改善加算のご説明（令和6年6月1日改定）

介護職員の処遇改善費として、1月あたりの総単位数の18.2％をプラスしてご利用者様に請求させていただきます。

◇その他の料金について

介護保険以外のご利用料金につきましては別記の料金表にてご説明させて頂きます

請求金額は、訪問回数に請求単位と負担割合をかけて計算し、処遇改善費を加えてご請求いたします。

３割の方の自己負担額項目 要支援区分 基本料金 １割の方の自己負担額 ２割の方の自己負担額

1週当たりの標準的
な回数を定める場

合

事業対象者・要支援 １・２

週１回程度の利用 １２，５８３円/月 １，２５８円/月

1月あたりの
回数を定める場合

身体介護を行う場合
（生活援助も含む）

３，０７０円/回 ３０７円/回

３，７７５円/月

週2回程度の利用 ２５，１３４円/月 ２，５１３円/月 ５，０２７円/月 ７，５４０円/月

２，５１６円/月

６１４円/回 ９２１/円

加算料金 1回目だけの介護報酬 １割の方の自己負担額 ２割の方の自己負担額 ３割の方の自己負担額

サービス責任者初回加算 2,140円 214円 ４２８円 ６４２円


